
　ご利用について

　当センターに通っているお子さんの在籍園等を訪問し、集
団の中で安心して過ごせるよう支援するとともに担当する職
員への助言などを行います。また、訪問先でのお子さんの様
子をお家の方にお伝えします。

        ※利用の相談は

　      　大館市福祉部子ども課児童相談係
　  　　    　（大館市役所本庁舎2階）
　　　　　〒０１７－０８５５　大館市字中城20番地
　 　 　　 TEL　０１８６－４３－７０５4

 　     ※見学と利用の手続きは

　　    　大館市基幹相談支援センター
　　　    　 　　（大館市総合福祉センター３階）
              〒 ０１７－０８９７　大館市三ノ丸１０３番地４
　　　　　TEL　０１８６－５９－７２５５

大館市児童発達支援センター

ひまわり

保育所等訪問支援

大館市児童発達支援センターひまわり
〒017-0００５ 大館市花岡町字前田１８１番５

TEL・FAX 0186－4６－１１６０



＜デイリープログラム＞

　8:30 　開　所

＜目　的＞ 　9:00 　登園・健康観察

　9:30 　わくわくタイム（体操・運動）

　9:45 　朝の会(点呼・歌・ふれあい遊び）

10:00 　ごしごし体操

＜対象となるお子さん＞ 10:15 　好きな遊び・個別指導

11:00 　今日の活動

11:30 　給食(児童のみ)

＜活動内容＞ 12:20 　帰りの会（絵本・課題遊び）

 　①集団療育 12:30 　降園

＜年間の主な行事＞
　 ②個別指導（３歳児以上対象） 　４月 　入園・説明（随時）　　春季健康診断

　５月 　講話「就学の話」

　６月 　親子遠足　　　　　　　比内支援学校見学

　③保護者学習会 　７月 　保護者学習会・発達支援研修会

　８月 　夏のお楽しみ会

　９月 　秋季健康診断

１０月 　県北地区集団療育訓練交流会

＜通園について＞ １１月 　保護者学習会

１２月 　クリスマス会

　１月 　保護者学習会

　２月 　座談会（１年の振り返り）

　３月 　卒園式

※行事は講師等の都合により変更になる場合があります。

※上記のほかペアレント・トレーニングを行っています。

※合同日（月1回全年齢対象の日　保護者学習会などを行います）

※水曜日は年度途中で３歳児以下の利用日になる場合があります。

※利用料は負担額の規定により決定します。

月曜日

登園するお子さんの年齢

火曜日

水曜日

木曜日

金曜日

　４・５歳児

　４・５歳児

　４・５歳児　※合同日（月1回全年齢対象）

　３歳児 以下

　３歳児 以下

　　日常生活におけるお子さんへの対応の仕方や保健衛生・食育
　　指導、就学先選択についての学習会を行います。

曜　日

　　お子さんの発達に即したプログラムを作成し指導しています。

※事業の利用は、大館市の認定を受けてから利用開始にな
　ります。

親子で週２日程度の通園をおすすめしています。

　　ことばの遅れや運動発達の遅れ、行動面や情緒面が気がかりな
　お子さんに、療育を通して子どもの発達を支援することを目的と
　しています。

　　ことばの遅れや運動発達の遅れ、行動面や情緒面が気がかりな
　就学前のお子さんを対象としています。

　　運動、ことば、対人関係、身辺処理の発達促進などを目的とし
　　たメニューが組まれています。

児童発達支援


